
平成28年１月１日広報いばらき９

地方税法の改正により軽自動車税が改正されました
　平成26年度地方税法の一部改正により、原動機付自転車、２輪の軽自動車・小型自動車及び小型特殊
自動車については平成28年度から税額が改正になります。また、平成27年４月1日以降に新車新規登録
をした３輪以上の軽自動車税の税額が引き上げとなります。なお、平成27年３月31日までに新車新規登
録をした車両は、登録後13年を経過するまで現行の税額となります。

【原動機付自転車、２輪の軽自動車・小型自動車及び小型特殊自動車】
28年度以降現　　行車　　種　　区　　分

2,000円1,000円50cc以下

原動機付自転車 2,000円1,200円50cc超90cc以下
2,400円1,600円90cc超125cc以下
3,700円2,500円３輪以上　20cc超50cc以下（ミニカー）
3,600円2,400円125cc超250cc以下２輪の軽自動車
6,000円4,000円250cc超２輪の小型自動車
2,400円1,600円２輪のもの

農耕用小型特殊自動車 3,000円2,400円1,000cc以下４輪のもの 3,900円3,100円1,000cc超
5,900円4,700円その他（フォークリフト等）

【３輪及び４輪以上の軽自動車】

重課税率※

税　　　額

車　種　区　分 H27.4.1以降
新車新規登録

新車新規登録後
13年まで
（H27.3.31以前
新車新規登録）

4,600円3,900円3,100円３輪のもの
12,900円10,800円7,200円乗　用自家用

４輪以上 6,000円5,000円4,000円貨　物
8,200円6,900円5,500円乗　用営業用 4,500円3,800円3,000円貨　物

※重課税率について
　重課税率は、新車
新規登録後13年を経
過した車両に、平成
28年度から適用され
ます。（平成28年度は
平成14年12月以前に
新車新規登録したも
のが対象となりま
す）

○軽自動車のグリーン化特例（環境負荷の小さい軽自動車に対する優遇措置）
　平成27年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）に新車新規登録され、排ガス・燃費性能
の優れた車両について、平成28年度の１年限りで軽減された税率が適用されます。

税　　額車　種　区　分特例措置の内容対　象　・　要　件　等
2,700円乗用自家用

概ね75％軽減

・電気自動車
・天然ガス自動車
（平成21年排ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基
準値より10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの）

1,300円貨物
1,800円乗用営業用 1,000円貨物
1,000円３輪のもの

燃費性能排ガス性能ガ
ソ
リ
ン
車（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
を
含
む
）

5,400円乗用自家用

概ね50％軽減

<乗用車>
平成32年度燃費基準＋20％達成
<軽貨物車>
平成27年度燃費基準＋35％達成

平
成
　
年
排
ガ
ス
規
制
　
％
低
減

１７

７５

（
☆
☆
☆
☆
）

2,500円貨物
3,500円乗用営業用 1,900円貨物
2,000円３輪のもの
8,100円乗用自家用

概ね25％軽減

<乗用車>
平成32年度燃費基準達成
<軽貨物車>
平成27年度燃費基準＋15％達成

3,800円貨物
5,200円乗用営業用 2,900円貨物
3,000円３輪のもの

平成28年１月１日 広報いばらき

禍

花

稼

苛

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

薗

塩

鉛

於

遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠

遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠

鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛

鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛
鴛

８

道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道
路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路
のののののののののののののののののののののののののの
維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維
持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持
管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管
理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理

道
路
の
維
持
管
理
ににににににににににににににににににににににににににに

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力
をををををををををををををををををををををををををを
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
しししししししししししししししししししししししししし
まままままままままままままままままままままままままま

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　
自
宅
前
や
身
近
な
道
路
の
除
草
な
ど
に
つ
い
て
、

町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
雑
草
が
繁
茂
す
る
と
害
虫
の
発
生
源
に

な
っ
た
り
、
見
通
し
が
悪
く
な
り
通
行
に
支
障
と

な
り
ま
す
。
安
心
し
て
住
み
や
す
い
地
域
を
保
持

す
る
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
茨
城
町
で
は
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
除
草
な
ど
の

作
業
を
行
う
地
区
に
対
し
支
援
金
を
補
助
し
て
い

ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。（
た
だ
し
、
条
件
が

あ
り
ま
す
の
で
道
路
管
理
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。）
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除草作業を行っている様子（遠西地区）
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にに

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
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発
電
用
施
設
の
所
在
市
町
村
や
周
辺
市
町
村
に

対
し
、
地
域
振
興
や
地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上
を

図
る
た
め
に
電
源
立
地
地
域
対
策
補
助
金
が
交
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
は
こ
の
補
助
金
を
、
保
健
セ
ン

26

タ
ー
（
ゆ
う
ゆ
う
館
）
の
維
持
運
営
に
活
用
し
ま

し
た
。
地
域
住
民
の
健
康
増

進
を
図
る
上
で
欠
か
せ
な
い

予
防
接
種
や
健
康
診
査
等
、

事
業
の
充
実
を
図
る
こ
と
が

で
き
、
ま
す
ま
す
福
祉
の
向

上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
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平成26年度健康増進課事業
「いきいき健康まつり」
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を
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茨
城
町
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
、

適
切
な
処
理
を
行
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。
制
度

に
関
心
の
あ
る
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
応
募
資
格
　
　

　
地
方
自
治
の
本
旨
に
理
解
が
あ
り
、
地
方
自
治
法
第
　
条
に

１８

定
め
る
選
挙
権
を
有
す
る
町
民
。
た
だ
し
、
町
長
、
副
町
長
、

教
育
長
及
び
議
員
、
町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
及
び
議
員
の
２

親
等
以
内
の
親
族
及
び
同
居
の
親
族
並
び
に
町
一
般
職
員
で

あ
る
者
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

◇
職
　
　
務

　
町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
お
よ
び
議
員
が
、
政
治
倫
理
基
準
・

遵
守
事
項
に
反
す
る
行
為
を
し
た
疑
い
に
対
し
て
町
民
か
ら

請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
事
実
の
調
査
や
審
査
を
行
い
ま

す
。（
守
秘
義
務
を
負
う
）
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◇
応
募
方
法

　
履
歴
書
（
市
販
の
も
の
）
を
作
成
し
、
履
歴
書
上
段
欄
外
に

「
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
応
募
」と
記
載
の
上
、
郵
送
か
持
参
願

い
ま
す
。
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日（
金
）必
着
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◇
選
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定
　
　

　
公
募
に
応
じ
た
方
の
中
か
ら
、
議
会
の
同
意
を
得
て
町
長
が

委
嘱
し
ま
す
。
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